
2019年度 364

社会福祉法人さぽうと21　坪井一郎・仁子　学生支援プログラム

本人直接応募

２．金額： 年額　40万円～80万円（給付）　※大学院進学者は年額60～100万円

１１．その他： （１）【2018年11月5日までに持参またはレターパック、簡易書留にて必着】
　　◆応募書類提出先
　　　　〒141-0021
　　　　東京都品川区上大崎2-12-2 ミズホビル6階　
　　　　坪井一郎・仁子学生支援プログラム 受付係　TEL：03-5449-1331
　　◆応募書類はHP(http://support21.or.jp/needsupport/scholarship-tuboi-2/#anchor04)から
　　　 ダウンロードすること。
（２）社会福祉法人さぽうと21にて選考の上、書類審査結果が11月下旬に通知され、合格者には
　　 12月23日（予定）に 面接審査（都内で実施、交通費支給）が行われます。面接審査結果は
　　 1月中旬頃に本人へ通知されます。
（３）採用となった場合、夏の宿泊研修会（8月頃）、エッセイの提出（11月頃）、研究報告会での個人
　　 発表（12月頃）の行事などに参加する義務があります。
（４）給付期間中、大学に奨学生の在籍・成績の確認を求められることがあります。
　　 その場合、学生部では教務部に在籍・成績を確認し、回答することがあります。
     申込の際には、この点をご了承ください。
（５）面接日は変更になる場合があります。

【横浜校舎】

【白金校舎】

９．提出書類： （１）奨学生カードまたは更新用紙（今年度提出済の場合は不要）
（２）応募用紙（所定用紙）
（３）エッセイ（「来年度の研究計画について」）
　　 A4横書きにて800～1000字程度（日本語）
　　 必ず氏名を記入すること
（４）指導教員などからの推薦状（所定用紙）
（５）住民票（同居する家族全員分）
　　 ※国籍、在留資格、続柄が明記されているもの
（６）収入の状況を示す書類（本人と生計を同一にする家族全員について、aかbのいずれかを提出。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし本人の分は不要。）
　  　a　課税証明書
　  　ｂ　生活保護　受給証明書
（７）成績証明書(3ヵ月以内に発行されたもの）
（８）合格通知書（コピー）
　　 ※2019年度大学院入学予定者のみ

１．応募資格

（１）将来日本国内外で活躍が期待される優秀な人物で、経済的理由により学業遂行が困難な
　　 日本在住の外国籍・元外国籍の学生で、下記の①・②に該当する者
　　　　①難民（インドシナ難民・条約難民・第三国定住難民）及び　その子弟
　　　　②中国帰国者　三世、日系定住者（中南米など）二世
　　※上記と同等の事情があるとみなされる、外国籍・元外国籍の学生も対象とします。
　　※在留資格が「留学」の学生は、原則として支援の対象となりません。
（２） 2019年4月1日時点において、大学３・４年次に在籍または大学院に進学見込みの者
　　　※主に理系の方を優先しますが、専攻分野の指定はありません。

…この奨学金は学内選考はありません。４．推薦人数： なし

１０．推薦者発表：

明治学院大学　学生部

横浜校舎で学内面接はありません。

８．面接日： 白金校舎で学内面接はありません。

下記の要領により　「社会福祉法人さぽうと21　坪井一郎・仁子　学生支援プログラム」　を募集します。

学内選考はありません。

３．期間： 2019年4月 から 2020年3月

2018年10月9日

【白金校舎】７．窓口時間： 月～金：9:30～11:45，12:30～16:00，土：9:30～11:45

【横浜校舎】 月～金：9:30～11:45，12:30～16:30，土：9:30～12:00

５．書類配布期間： 2018年10月9日(火)　～　2018年10月26日(金)

６．書類受付期間： この奨学金は本人直接応募です。


